神奈川がんばる企業2025Facebookアカウント運用要領

１　目的
(１)　神奈川がんばる企業エース2025認定企業の広告出稿
(２)　がんばる中小企業発信事業全般に係る広報

２　運用主体等
（1） 運用主体
神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課
（委託事業者：株式会社エリアドライブ）
（2） がんばる中小企業発信事業ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f536236/

３　Instagram広告掲載
（１） 神奈川がんばる企業エース2025認定企業の広告出稿
神奈川がんばる企業エース2025認定企業11者について、それぞれInstagram広告を掲載する。広告のデザイン、出稿等については、中小企業支援課の承諾のもと、委託事業者が行う。
(２)　がんばる中小企業発信事業のInstagram広告掲載
　がんばる中小企業発信事業全般に係る広報は、中小企業支援課の承諾のもと、委託事業者が行う。
(３)　その他
　　　　その他、がんばる中小企業発信事業に関連してInstagram広告を運用する場合は、中小企業支援課の承諾のもと、委託事業者がFacebookアカウントを運用する。

４　意見や質問に対する対応
(１)　Facebook上で行われた意見や質問に対しては、原則、対応しない。
(２)　ただし、Facebook上に回答を掲載することにより、１－(１)から(２)に定める目的の達成に資すると認められる場合は中小企業支援課長の指示により対応する。この場合、原則としてホームページ問い合わせフォーム（https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=5761&accessFrom=null）で対応する。

５　フォロー
(１)　広告用掲載用の期間限定アカウントのため、原則、フォローなどは行わない。

６　プロフィール表示
　　神奈川県ソーシャルメディアガイドラインに基づきFacebookアカウントのプロフィール上に公開するアカウント運用ポリシーは、中小企業支援課長が別に定める。

附　則
この要領は、令和８年１月１５日から適用する。
